
JP 5679278 B2 2015.3.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の辺と該第１の辺に対向する第２の辺とを有する導光板と、
　前記導光板の外周面を取り囲む壁部を有する内側フレームと、
　前記内側フレームの外周面を取り囲む内周面を有する外側フレームと、
　を備え
　前記壁部は前記第１の辺に沿って形成された第１の壁部と、前記第２の辺に沿って形成
された第２の壁部とを有し、
　前記内周面は前記第１の壁部に沿って形成された第１の内周面と、前記第２の壁部に沿
って形成された第２の内周面とを有し、
　前記内側フレームの内周面の前記第１の壁部には、前記導光板の外周面に向かって突出
する第１の内側突起が形成され、
　前記内側フレームの内周面の前記第２の壁部には、前記導光板の外周面に向かって突出
している第２の内側突起が形成され、
　前記内側フレームの前記第１の壁部には、前記第１の内周面に向かって突出する第１の
外側突起が形成され、
　前記内側フレームの前記第２の壁部には、前記第２の内周面に向かって突出する第２の
外側突起が形成され、
　前記第１の外側突起は、前記第１の内周面に形成された第１の係合穴に嵌め込まれ、
　前記第２の外側突起は、前記第２の内周面に形成された第２の係合穴に嵌め込まれ、
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　前記第１の内側突起と前記第１の外側突起は、前記第１の壁部の長さ方向において互い
に離れた位置に設けられ、
　前記第２の内側突起と前記第２の外側突起は前記第２の壁部において重なった位置に設
けられ、
　前記第１の壁部は、前記第１の外側突起が形成された部分が凹み前記第１の外側突起が
前記第１の係合穴に嵌まるようにその剛性が設定されている、
　ことを特徴とするバックライトユニット。
【請求項２】
　請求項１に記載のバックライトユニットにおいて、
　前記第1の内側突起と前記第２の内側突起は前記導光板の外周面に当っている、
　ことを特徴とするバックライトユニット。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のバックライトユニットにおいて、
　前記第２の内側突起と前記第２の外側突起は、前記内側フレームの前記第２の壁部を挟
んで対称となる位置に設けられている、
　ことを特徴とするバックライトユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライトユニット及び液晶表示装置に関し、特に、バックライトユニッ
トを構成する部材の相対的な位置ずれを低減する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１に開示される液晶表示装置のバックライトユニットは、導光板と、導光
板の外周を取り囲む樹脂によって成型された内側フレームとを備えている。導光板の表側
に配置される液晶表示パネルは、この内側フレームに載せられ、当該内側フレームに取り
付けられている。また、特許文献１に開示されるバックライトユニットは、内側フレーム
を取り囲む外側フレームを備えている。外側フレームは、金属によって形成され、液晶表
示装置の強度を増している。
【０００３】
　こういった構造では、内側フレームと導光板との間、及び、内側フレームと外側フレー
ムとの間にクリアランスが設けられている。クリアランスがあることによって、導光板を
内側フレームに容易に組み付けることができ、また、内側フレームを外側フレームに容易
に組み付けることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１９２７６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の構造ではクリアランスが設けられているために、内側フレー
ムと、導光板と、外側フレームとの間に位置ずれが生じ易く、そのことが表示領域の位置
ずれに繋がるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、組み付けの容易さを
確保しながら、部材の相対位置のずれを抑えることのできるバックライトユニット及びそ
れを含む液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記課題を解決するために、本発明に係る液晶表示装置のバックライトユニットは、導
光板と、前記導光板の外周面を取り囲む内側フレームと、前記内側フレームの外周面を取
り囲む外側フレームと、を備えている。前記内側フレームの内周面には、前記導光板の外
周面に向かって突出する内側突起が形成され、前記内側フレームの外周面と前記外側フレ
ームの内周面のうち一方には、他方に向かって突出する外側突起が形成されている。前記
内側突起と前記外側突起は、前記内側フレームの一辺を挟んで互いに反対側に位置し、且
つ、前記内側フレームの前記一辺の長さ方向において互いに離れた位置に設けられている
。
【０００８】
　また、上記課題を解決するために、本発明に係る液晶表示装置は上記バックライトユニ
ットを備えている。
【０００９】
　本発明によれば、内側フレームに対する導光板の位置ずれを内側突起によって抑えるこ
とができる。また、外側フレームに対する内側フレームの位置ずれを外側突起によって抑
えることができる。さらに、本発明では、内側突起と外側突起は内側フレームの一辺の長
さ方向において互いに離れた位置に設けられている。そのため、それら３つの部材を互い
に組み付ける際、内側フレームの上記一辺を凹ませることができ、組み付けの容易さを確
保できる。例えば、導光板が既に嵌められた内側フレームを外側フレームに嵌める際には
、内側フレームの外側突起が形成された部分（或いは、外側突起が当る部分）を凹ませる
ことができる。その結果、それら２つの部材を外側フレームに嵌めることができる。
【００１０】
　本発明の一態様では、前記内側突起は前記導光板の外周面に当っていてもよい。この態
様によれば、導光板の内側フレームに対する位置ずれをより確実に抑えることができる。
【００１１】
　また、本発明の他の態様では、前記内側フレームの前記内周面には、複数の前記内側突
起が形成されてもよい。この態様によれば、導光板の位置を内側フレーム内でさらに安定
させることができる。
【００１２】
　また、本発明の他の態様では、前記内側フレームの前記外周面と前記外側フレームの前
記内周面のうち前記一方には、複数の前記外側突起が形成されてもよい。この態様によれ
ば、内側フレームの位置を外側フレーム内でさらに安定させることができる。
【００１３】
　また、本発明の他の態様では、前記内側フレームの外周面と前記外側フレームの内周面
のうち前記一方には、前記他方に向かって突出する第２の外側突起が形成され、前記第２
の外側突起は、前記内側フレームの前記一辺とは反対側の辺の外側に位置してもよい。こ
の態様によれば、外側フレームに対する内側フレームの位置ずれをさらに効果的に抑える
ことができる。
【００１４】
　また、この態様では、前記内側フレームの前記反対側の辺には、前記導光板の外周面に
向かって突出する第２の内側突起が形成されてもよい。この態様によれば、内側フレーム
に対する導光板の位置ずれをさらに効果的に抑えることができる。
【００１５】
　この態様において、さらに、前記第２の内側突起と前記第２の外側突起は、前記内側フ
レームの前記一辺とは前記反対側の辺に対して対称となる位置に設けられてもよい。こう
することによって、内側フレームの第２の外側突起が形成された部分（或いは、第２の外
側突起が当る部分）が凹むことを、第２の内側突起によって阻止できる。そのため、内側
フレームが外側フレームから外れ難くなる。
【００１６】
　また、本発明の他の態様では、前記外側突起は、前記内側フレームの外周面と前記外側
フレームの内周面のうち前記他方に係合してもよい。この態様によれば、内側フレームの
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外側フレームからの分離を抑えることができる。
【００１７】
　また、この態様では、前記内側フレームの外周面と前記外側フレームの内周面のうち前
記他方には、前記外側突起が嵌る穴が形成されてもよい。こうすることによって、内側フ
レームの外側フレームからの分離を、さらに効果的に抑えることができる。また、内側フ
レームの外周面と外側フレームの内周面との間のクリアランスを低減できる。なお、内側
フレームの外周面と外側フレームの内周面との間のクリアランスを低減した場合でも、内
側フレームの外側突起が形成された部分（或いは、外側突起が当る部分）を凹ませること
で、内側フレームを外側フレームに嵌めることができ、組み付けの容易さを確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係るバックライトユニットを有する液晶表示装置の分解斜
視図である。
【図２】上記バックライトユニットの平面図である。同図においては、上記バックライト
ユニットが有する導光板、内側フレーム、及び外側フレームのみが示されている。
【図３】図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ線での断面図である。
【図４】図２の要部の拡大図である。同図では内側フレームに形成された突起が示されて
いる。
【図５】本発明の第２の実施形態に係るバックライトユニットの平面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係るバックライトユニットの平面図である。
【図７】本発明の第４の実施形態に係るバックライトユニットの平面図である。
【図８】本発明の第５の実施形態に係るバックライトユニットの平面図である。
【図９】本発明の第６の実施形態に係るバックライトユニットの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は本発明の実施
形態に係るバックライトユニット１０を備える液晶表示装置１の分解斜視図である。図２
は上記バックライトユニット１０の平面図である。図２においては、バックライトユニッ
ト１０を構成する導光板２０、内側フレーム３０及び外側フレーム４０が示されている。
図３は図２に示すＩＩＩ－ＩＩＩ線でのバックライトユニット１０の断面図である。図４
は図２の要部の拡大図であり、同図では、内側フレーム３０に形成された第１内側突起３
５及び第１外側突起３７が示されている。なお、以下の説明では液晶表示パネル２とバッ
クライトユニット１０とが向き合う方向を上下方向とする。また、図１においてＸ１－Ｘ
２の示す方向を左右方向とし、Ｙ１－Ｙ２の示す方向を前後方向とする。
【００２０】
　図１に示すように、液晶表示装置１は液晶表示パネル２と、液晶表示パネル２を裏面側
から照らすバックライトユニット１０とを有している。なお、液晶表示装置１は、例えば
、携帯電話や、デジタルカメラ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｃｅ）などの携帯機器に搭載される小型の表示装置である。
【００２１】
　液晶表示パネル２は光透過性を有する一対の基板２ａ，２ｂ（ガラス基板）を含み、そ
れらの間に液晶が封入されている。基板２ａには、薄膜トランジスタ、電極、及び配線な
どが形成され、基板２ｂにはカラーフィルターが形成されている。基板２ａには、トラン
ジスタを駆動する駆動用の集積回路などが実装されたフレキシブル配線板２ｅが取り付け
られている。この例では、フレキシブル配線板２ｅは基板２ａの前側の縁は取り付けられ
ている。基板２ａ，２ｂの表側及び裏側には偏光板２ｃ，２ｄが貼り付けられている（図
３参照）。
【００２２】
　図１に示すように、バックライトユニット１０は、フレキシブルプリント配線板１２と
、導光板２０と、複数の光学シート１１と、反射シート１３とを有している。また、バッ
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クライトユニット１０は内側フレーム３０と外側フレーム４０とを有している。
【００２３】
　配線板１２には複数の光源（例えば、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏ
ｄｅ））１２ｂが実装されている。ここで示す例では、光源１２ｂは配線板１２の裏面側
に配置されている。また、配線板１２は、光源１２ｂが導光板２０の外周面（導光板２０
の厚さを規定する面）における前側の部分２０ｃと対向するように配置され、導光板２０
の前側の縁に取り付けられる。例えば図１に示すように、外周面における前側部分２０ｃ
に突起２０ｂが形成され、その突起２０ｂの上面に配線板１２は取り付けられる。
【００２４】
　なお、配線板１２の導光板２０への取付構造や、光源１２ｂの位置は、ここで説明した
ものに限られず、適宜変更されてよい。例えば、配線板１２を設けることなく、液晶表示
パネル２に取り付けられた配線板２ｅに光源１２ｂに実装してもよい。この場合、光源１
２ｂが導光板２０の外周面と向きあうように、配線板２ｅは屈曲させて配置される。
【００２５】
　導光板２０は、略矩形の板状の部材である。導光板２０は、光透過性や光拡散性を有す
る材料（例えば、アクリル樹脂）によって形成されている。そのため、光源１２ｂの光は
、導光板２０内を乱反射しながら、導光板２０の全域に広がり、これによって、導光板２
０は面発光する。すなわち、導光板２０はその表面の全体から概ね均一に光を放つ。
【００２６】
　複数の光学シート１１は導光板２０上で層状に配置されている。光学シート１１は例え
ば拡散シートやプリズムシートである。光学シート１１の上方に液晶表示パネル２が配置
されている（図３参照）。
【００２７】
　導光板２０の裏面（下面側）には反射シート１３が配置されている。反射シート１３の
外周縁は内側フレーム３０の下面に取り付けられている。
【００２８】
　内側フレーム３０は導光板２０の外周を取り囲む枠である。内側フレーム３０は矩形で
あり、その４つの辺として上壁部３１、下壁部３２、右壁部３３、及び、左壁部３４を有
している（図２参照）。これら壁部３１，３２，３３，３４はそれぞれ、断面（それらの
長手方向に直交する面を切断面とする断面）矩形の細長い棒状に形成され、それらが互い
に連結し、矩形の内側フレーム３０を形成している。内側フレーム３０は樹脂によって一
体的に成型されている。なお、内側フレーム３０は、後述するようにその一部が凹むよう
弾性変形可能となっている。内側フレーム３０の材料は、そのような弾性変形を許容する
材料であれば、必ずしも樹脂でなくてもよい。
【００２９】
　図３に示すように、液晶表示パネル２の外周部は内側フレーム３０上に配置され、液晶
表示パネル２は内側フレーム３０によって支持されている。内側フレーム３０の上面（各
壁部３１，３２，３３，３４の上面）には、両面テープ１４が配置されている。テープ１
４は内側フレーム３０に対応した形状を有する、四角い枠状である（図１参照）。液晶表
示パネル２の外周部はテープ１４によって、内側フレーム３０の上面に取り付けられてい
る。
【００３０】
　外側フレーム４０は内側フレーム３０の外周面を取り囲むように形成されている。この
例では、外側フレーム４０は、図１又は図３に示すように、上方に開いた箱状に形成され
、内側フレーム３０、導光板２０等を収容している。外側フレーム４０は矩形の底板部４
５を有し、導光板２０や内側フレーム３０は底板部４５上に配置されている。また、外側
フレーム４０は、底板部４５の縁で立ち、内側フレーム３０の外周面を取り囲む枠状の外
周壁を有している。この外周壁は全体として矩形であり、その４つの辺として、上壁部４
１、下壁部４２、右壁部４３、及び、左壁部４４を含んでいる。外側フレーム４０は金属
によって形成され、バックライトユニット１０の剛性を確保している。また、バックライ
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トユニット１０が携帯電話等の機器に搭載された時には、外側フレーム４０が機器の筐体
に固定される。なお、外側フレーム４０の材料は、バックライトユニット１０の剛性を確
保できる材料であれば、必ずしも金属でなくてもよい。
【００３１】
　図２に示すように、内側フレーム３０の内周面（導光板２０の外周面と向き合う面）は
、導光板２０の外周面のうち側面２０ａに向かって内方に突出する複数の突起３５，３６
を有している。これらの突起３５，３６は内側フレーム３０と一体的に成型されている。
【００３２】
　突起３５と突起３６は、内側フレーム３０の互いに反対側に位置する２つの辺（壁部）
にそれぞれ形成されている。この例では、右壁部３３に複数（図２においては２つ）の突
起３５（以下、第１内側突起とする）が形成されている。２つの第１内側突起３５は右壁
部３３の長さ方向（この例では、前後方向（Ｙ１－Ｙ２方向））で互いに離れて位置して
いる。また、導光板２０を挟んで右壁部３３とは反対側に位置する左壁部３４に、複数（
図２においては２つ）の突起（以下、第２内側突起とする）３６が形成されている。２つ
の第２内側突起３６は左壁部３４の長さ方向（前後方向）に離れて位置している。
【００３３】
　導光板２０は第１内側突起３５と第２内側突起３６との間に配置されている。そのため
、導光板２０の側面２０ａと内側フレーム３０の内周面（具体的には、右壁部３３の内側
の面と、左壁部３４の内側の面）との間に隙間Ｂ（図４参照）が設けられている。
【００３４】
　なお、右壁部３３と左壁部３４には、さらに多くの第１内側突起３５と第２内側突起３
６が形成されてもよい。この場合においても、複数の第１内側突起３５は、右壁部３３の
長さ方向において互いに離れて位置し、複数の第２内側突起３６は、左壁部３４の長さ方
向において互いに離れて位置する。
【００３５】
　ここで示す例では、右壁部３３と左壁部３４とが向き合う方向（この例では、左右方向
）における第１内側突起３５と第２内側突起３６との間隔は、導光板２０の幅Ｗ１に概ね
合致している。そのため、第１内側突起３５の先端と第２内側突起３６の先端は、それぞ
れ導光板２０の側面２０ａに当っており、導光板２０は第１内側突起３５と第２内側突起
３６とに挟まれている。これによって、内側フレーム３０に対する導光板２０の位置ずれ
が規制されている。
【００３６】
　なお、第１内側突起３５の先端と導光板２０の側面２０ａとの間、及び、第２内側突起
３６の先端と導光板２０の側面２０ａとの間には、僅かな隙間が設けられてもよい。この
場合においても、内側フレーム３０に対する導光板２０の位置ずれを低減できる。
【００３７】
　また、この例の第１内側突起３５の表面と第２内側突起３６の表面は、その中心が内側
フレーム３０の内方に向けて膨らむように湾曲している。換言すると、第１内側突起３５
の表面と第２内側突起３６の表面は、球或いは楕円体の表面の一部を形成するように湾曲
している。そのため、導光板２０を内側フレーム３０の内側に嵌め易くなっている。
【００３８】
　図２に示すように、内側フレーム３０の外周面には、外側フレーム４０の外周壁（上述
した壁部４１，４２，４３，４４）の内周面に向かって突出する複数の突起３７，３８が
形成されている。これら突起３７，３８も、内側突起３５，３６と同様に、内側フレーム
３０と一体的に成型されている。
【００３９】
　突起３７と突起３８は、内側フレーム３０の、互いに反対側に位置する２つの辺（壁部
）にそれぞれ形成されている。この例では、第１内側突起３５と同数（この例では２つ）
の突起３７（以下、第１外側突起）が右壁部３３に形成され、各第１外側突起３７は隣接
する第１内側突起３５と対をなしている。２つの第１外側突起３７は、右壁部３３の長さ
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方向に互いに離れて位置している。また、右壁部３３とは反対側の左壁部３４には、第２
内側突起３６と同数（この例では２つ）の突起３８（以下、第２外側突起）が形成されて
いる。各第２外側突起３８は隣接する第２内側突起３６と対をなしている。２つの第２外
側突起３８は左壁部３４の長さ方向に互いに離れて位置している。
【００４０】
　さらに、ここで説明する例では、左壁部３４の長さ方向における第２外側突起３８の位
置は、右壁部３３の長さ方向における第１外側突起３７の位置と一致している。すなわち
、第１外側突起３７と第２外側突起３８は、内側フレーム３０の左右方向の中心線Ｃ２に
対して互いに対称となる位置に位置している。
【００４１】
　外側突起３７，３８は、それぞれ外側フレーム４０の右壁部４３，４４に係合している
。詳細には、図１又は図３に示すように、右壁部４３，４４には、外側突起３７，３８に
対応して位置する複数の係合穴４０ａが形成さている。外側突起３７，３８は係合穴４０
ａに嵌っている。なお、図４に示すように、この例の外側突起３７，３８は、内側突起３
５，３６とは異なって、略直方体に形成されている。そのため、外側突起３７，３８は、
その表面の中心が膨らむよう湾曲した形状に比べて、係合穴４０ａから抜け難くなってい
る。
【００４２】
　なお、この例では、図２に示すように、外側フレーム４０の内幅Ｗ２は内側フレーム３
０の外幅（右壁部３３の外面と左壁部３４の外面との距離）に相応している。内側フレー
ム３０の左右の側面が外側フレーム４０の内周面にあたることによって、内側フレーム３
０の外側フレーム４０に対する位置ずれが規制される。
【００４３】
　図２に示すように、第１内側突起３５と第１外側突起３７は、内側フレーム３０の一辺
（この例では、右壁部３３）を挟んで互いに反対側に位置している。すなわち、第１内側
突起３５と第１外側突起３７は、右壁部３３の内側と外側とにそれぞれ位置している。ま
た、第１内側突起３５と第１外側突起３７は、右壁部３３の長さ方向において互いに離れ
た位置に設けられている。すなわち、第１内側突起３５は、右壁部３３に対して第１外側
突起３７とは対称となる位置から長さ方向に離れた位置に設けられている。
【００４４】
　さらに、図４に示すように、第１内側突起３５と第１外側突起３７は右壁部３３の長さ
方向で重なる部分を有していない。すなわち、第１内側突起３５のいずれの部分も、第１
外側突起３７の反対側に位置していない。そのため、第１内側突起３５の端部（第１外側
突起３７寄りの端部）と、第１外側突起３７の端部（第１内側突起３５寄りの端部）との
間には、右壁部３３の長さ方向の間隔Ａが設けられている。また、この例では、図２に示
すように、２つの第１内側突起３５の間隔は、２つの第１外側突起３７の間隔よりも小さ
くなっている。
【００４５】
　このように、第１内側突起３５と第１外側突起３７は、右壁部３３の長さ方向において
互いに離れた位置に設けられている。そのため、導光板２０が内側に嵌められた内側フレ
ーム３０を外側フレーム４０に嵌める作業において、図４の二点鎖線で示すように、右壁
部３３における第１外側突起３７が形成された部分Ｄを凹ませることができる。換言する
と、右壁部３３の上記部分Ｄが凹むことができるように、右壁部３３の剛性（具体的には
、右壁部３３の厚さや内側フレーム３０の材料など）が設定されている。内側フレーム３
０と外側フレーム４０との組み付け作業においては、右壁部３３の上記部分Ｄを一旦凹ま
せて、第１外側突起３７を外側フレーム４０の係合穴４０ａに嵌めることができる。
【００４６】
　また、ここで説明する例では、第１内側突起３５の表面（導光板２０の側面に向いた面
）が、その中心が膨らむように湾曲しているため、第１内側突起３５が直方体に形成され
ている場合に比べて、右壁部３３は凹み易くなっている。
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【００４７】
　さらに、図４に示すように、ここで説明する例では、第１内側突起３５の突出幅Ｗ３は
第１外側突起３７の係合穴４０ａに嵌る部分の幅Ｗ４よりも大きくなっている。そのため
、右壁部３３の上記部分Ｄが凹んだ時に、部分Ｄは導光板２０の側面２０ａに当らない。
【００４８】
　図２に示すように、第２内側突起３６と第２外側突起３８は、第１内側突起３５と第１
外側突起３７とが形成された辺（右壁部３３）とは反対側の辺（左壁部３４）を挟んで互
いに反対側に位置している。すなわち、第２内側突起３６と第２外側突起３８は、左壁部
３４の内側と外側にそれぞれ位置している。第２内側突起３６は、左壁部３４に対して第
２外側突起３８の位置とは対称となる位置に位置している。すなわち、第２内側突起３６
と第２外側突起３７は、左壁部３４の長さ方向において互いに重なる位置に設けられてい
る。この例では、左壁部３４の長さ方向における第２内側突起３６の中心線Ｃ１は、第２
外側突起３８の中心線と一致している。
【００４９】
　そのため、導光板２０が内側フレーム３０に嵌められた状態では、左壁部３４における
第２外側突起３８が形成された部分は第２内側突起３６が障害となって凹むことができな
い。その結果、第２外側突起３８は係合穴４０ａから外れ難くなっている。
【００５０】
　導光板２０、内側フレーム３０、及び外側フレーム４０の組み付けは、例えば、次のよ
うに行われる。まず、導光板２０を内側フレーム３０の内側に嵌める。次に、第２外側突
起３８を、外側フレーム４０の左壁部４４に形成された係合穴４０ａに嵌める。その後、
右壁部３３における第１外側突起３７が形成された部分Ｄを凹ませながら、第１外側突起
３７を外側フレーム４０の右壁部４３に形成された係合穴４０ａに嵌める。なお、これら
の部材の組み付けは、この手順に限定されず、これらの部材は他の手順で組み付けられて
もよい。
【００５１】
　以上、説明したように、バックライトユニット１０では、内側フレーム３０の内周面に
は、導光板２０の外周面（以上の説明では側面２０ａ）に向かって突出する内側突起３５
，３６が形成されている。また、内側フレーム３０の外周面には、外側フレーム４０の内
周面に向かって突出する外側突起３７，３８が形成されている。第１内側突起３５と第１
外側突起３７は、内側フレーム３０の一辺（右壁部３３）を挟んで互いに反対側に位置し
、且つ、内側フレーム３０の当該一辺の長さ方向において互いに離れた位置に設けられて
いる。
【００５２】
　このようなバックライトユニット１０によれば、内側フレーム３０に対する導光板２０
の位置ずれを内側突起３５，３６によって抑えることができる。また、外側フレーム４０
に対する内側フレーム３０の位置ずれを外側突起３７，３８によって抑えることができる
。
【００５３】
　さらに、第１内側突起３５と第１外側突起３７は内側フレーム３０の右壁部３３の長さ
方向において互いに離れた位置に設けられているため、内側フレーム３０の第１外側時３
７が形成された部分を凹ませることができる。そのため、導光板２０、内側フレーム３０
、及び外側フレーム４０の組み付けの容易さを確保できる。特に、内側フレーム３０と外
側フレーム４０との間のクリアランスを低減した場合でも、内側フレーム３０の右壁部３
３を凹ませることによって、内側フレーム３０を外側フレーム４０に組み付けることがで
きる。そして、内側フレーム３０と外側フレーム４０との間のクリアランスを低減するこ
とによって、内側フレーム３０の位置ずれを抑えることができる。
【００５４】
　また、液晶表示装置１では、内側フレーム３０に液晶表示パネル２が取り付けられてい
る。そのため、外側フレーム４０に対する液晶表示パネル２の位置も適切になる。その結
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果、バックライトユニット１０が電子機器に搭載され、外側フレーム４０がその電子機器
に固定されたとき、電子機器における表示領域の位置（電子機器における液晶表示パネル
２の位置）も適切になる。
【００５５】
　なお、本発明は以上説明したバックライトユニット１０に限られず、種々の変更が可能
である。
【００５６】
　例えば、以上の説明では、２つの第１内側突起３５の間隔が、２つの第１外側突起３７
の間隔よりも小さくなっており、後側の第１内側突起３５は第１外側突起３７から前方に
離れて位置し、前側の第１内側突起３５は第１外側突起３７から後方に離れて位置してい
た。しかしながら、２つの第１内側突起３５は、対となる第１外側突起３７から同じ方向
に離れていてもよい。図５はこの形態に係るバックライトユニット１０Ａの平面図である
。なお、図５において、以上説明したバックライトユニット１０と同一箇所には同一符号
を付し、以下ではその説明を省略する。
【００５７】
　バックライトユニット１０Ａでは、内側フレーム３０Ａの右壁部３３には２つの第１内
側突起３５Ａが形成されている。各第１内側突起３５Ａは、対となる外側突起３７から前
方に離れて位置している。なお、図５に示す例では、内側フレーム３０Ａの左壁部３４Ａ
には、２つの第２内側突起３６Ａが形成されている。この例では、各第２内側突起３６も
、対となる第２外側突起３８から前方に離れて位置している。
【００５８】
　また、以上の説明では、内側フレーム３０には、第１外側突起３７と同数の第１内側突
起３５が形成され、各第１内側突起３５は第１外側突起３７と対をなすように、すなわち
、いずれかの第１外側突起３７と特に近くになるように配置されていた。しかしながら、
第１外側突起３７の数と第１内側突起３５の数は同じでなくてもよい。図６と図７は、そ
れぞれ、この形態に係るバックライトユニット１０Ｂ，１０Ｃの平面図である。これらの
図においても、バックライトユニット１０と同一箇所には同一符号を付し、以下ではその
説明を省略する。
【００５９】
　図６に示すように、バックライトユニット１０Ｂでは、内側フレーム３０Ｂの右壁部３
３Ｂには、複数（図６では２つ）の第１外側突起３７が設けられている。また、右壁部３
３Ｂには、第１外側突起３７よりも少ない第１内側突起３５Ｂが設けられている。具体的
には、図６の例では、１つの第１内側突起３５Ｂが右壁部３３に形成されている。第１内
側突起３５Ｂは２つの第１外側突起３７から等距離の位置に位置している。なお、この形
態において、さらに多くの第１内側突起３５Ｂ及び第１外側突起３７が設けられる場合に
は、各第１内側突起３５Ｂは、隣接する２つの第１突起３７から等距離の位置に配置され
てもよい。
【００６０】
　図７に示すように、バックライトユニット１０Ｃでは、内側フレーム３０Ｃの右壁部３
３Ｃには、複数（図７では２つ）の第１内側突起３５Ｃが設けられている。また、右壁部
３３には、第１内側突起３５Ｃよりも少ない第１外側突起３７Ｃが設けられている。具体
的には、図７の例では、１つの第１外側突起３７Ｃが右壁部３３Ｃに形成されている。２
つの第１内側突起３５Ｃは、第１外側突起３７Ｃから等距離の位置に配置されている。な
お、この形態においても、さらに多くの第１内側突起３５Ｃ及び第１外側突起３７が設け
られる場合には、各第１内側突起３５Ｃは、隣接する２つの第１突起３７から等距離の位
置に配置されてもよい。
【００６１】
　また、バックライトユニット１０では、右壁部３３に形成された第１外側突起３７と、
左壁部３４に形成された第２外側突起３８は、内側フレーム３０の左右方向における中心
線Ｃ２に対して対称となる位置に配置されていた。しかしながら、第１外側突起３７と第
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２外側突起３８のうち一方は、他方に対して前方或いは後方にずれた位置に設けられても
よい。図８は、この形態に係るバックライトユニット１０Ｄの平面図である。この図にお
いても、バックライトユニット１０と同一箇所には同一符号を付し、以下ではその説明を
省略する。
【００６２】
　バックライトユニット１０Ｄにおいても、バックライトユニット１０と同様に、右壁部
３３Ｄに複数（図８では２つ）の第１外側突起３７Ｄが形成されている。壁部３３，３４
の長さ方向（前後方向）における第１外側突起３７Ｄの位置は、左壁部３４に形成された
第２外側突起３８の位置に対して、前方又は後方にずれている。具体的には、後側の第１
外側突起３７Ｄは前方にずれており、前側の第１外側突起３７Ｄは後方にずれている。そ
のため、２つの第１外側突起３７Ｄの間隔は、２つの第２外側突起３８の間隔よりも小さ
くなっている。なお、バックライトユニット１０Ｄにおいては、２つの第１外側突起３７
Ｄのさらに内側に、２つの第１内側突起３５Ｄが設けられている。
【００６３】
　また、以上の説明では、第１外側突起３７と第２外側突起３８は、内側フレーム３０の
外周面に形成されていた。しかしながら、第１外側突起３７と第２外側突起３８は、外側
フレーム４０の外周壁の内周面に形成されてもよい。図９は、この形態に係るバックライ
トユニット１０Ｅの平面図である。
【００６４】
　バックライトユニット１０Ｅは外側フレーム４０Ｅを有している。外側フレーム４０Ｅ
は、上壁部４１Ｅと、下壁部４２Ｅと、右壁部４３Ｅと、左壁部４４Ｅとを有し、これら
壁部４１Ｅ，４２Ｅ，４３Ｅ，４４Ｅは内側フレーム３０Ｅを取り囲んでいる。右壁部４
３Ｅには、内側フレーム３０の外周面（具体的には、右壁部３３の外側の面）に向けて突
出する複数（図９では２つ）の第１外側突起４７Ｅが形成され、左壁部４４Ｅには、内側
フレーム３０Ｅの外周面（具体的には、左壁部３４の外側の面）に向けて突出する複数（
図９では２つ）の第２外側突起４８Ｅが形成されている。
【００６５】
　第１外側突起４７Ｅと第２外側突起４８Ｅは、内側フレーム３０Ｅの外周面と係合して
いる。具体的には、内側フレーム３０の右壁部３３の外側の面と、左壁部３４の外側の面
とには係合穴３０ａが形成され、各係合穴３０ａに第１外側突起４７Ｅと第２外側突起４
８Ｅが嵌っている。
【００６６】
　内側フレーム３０Ｅには第１内側突起３５と第２内側突起３６とが形成されている。第
１内側突起３５と第１外側突起４７Ｅは、内側フレーム３０Ｅの右壁部３３Ｅを挟んで互
いに反対側に位置し、且つ、右壁部３３Ｅの長手方向において互いに離れて位置している
。そのため、内側フレーム３０Ｅを外側フレーム４０Ｅに嵌める際に、右壁部３３Ｅの第
１外側突起４７Ｅが当る部分を凹ますことができ、これによって、組み付けの容易さを確
保できている。一方、第２内側突起３６と第２外側突起４８Ｅは、内側フレーム３０の左
壁部３４に対して対称となる位置に位置している。
【００６７】
　また、バックライトユニット１０では、第１外側突起３７と第１内側突起３５とは反対
側に、第２外側突起３８と第２内側突起３６とが設けられていた。しかしながら、このよ
うな第２外側突起３８や第２内側突起３６は設けられていなくてもよい。この場合、導光
板２０と内側フレーム３０の左壁部３４とが直接的に当たることによって、内側フレーム
３０に対する導光板２０の位置ずれが抑えられる。また、内側フレーム３０の左壁部３４
と外側フレーム４０の左壁部４４とが直接的に当たることによって、外側フレーム４０に
対する内側フレーム３０の位置ずれが抑えられる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　液晶表示装置、２　液晶表示パネル、１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ，１
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０Ｅ　バックライトユニット、１１　光学シート、１２　フレキシブルプリント配線板、
１２ｂ　光源、１３　反射シート、２０　導光板、２０ａ　側面、３０，３０Ａ，３０Ｂ
，３０Ｃ，３０Ｅ　内側フレーム、３０ａ　係合穴、３３，３３Ｂ，３３Ｃ，３３Ｄ，３
３Ｅ　右壁部（内側フレームの一辺）、３４，３４Ａ　左壁部（反対側の辺）、３５，３
５Ａ，３５Ｂ，３５Ｃ　第１内側突起、３６，３６Ａ　第２内側突起、３７，３７Ｃ，３
７Ｄ　第１外側突起、３８　第２外側突起、４０，４０Ｅ　外側フレーム、４０ａ　係合
穴、４３，４３Ｅ　右壁部、４４，４４Ｅ　左壁部、４７Ｅ　第１外側突起，４８Ｅ　第
２外側突起。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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